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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　
　 前 記 複 数 の プ リ ン タ 装 置 へ 印 刷 要 求 を 行 う 複 数 の ク ラ イ ア ン ト 装 置 と 、
　 利 用 者 毎 に 前 記 プ リ ン タ 装 置 の 使 用 可 能 な 機 能 を 登 録 し 、 前 記 プ リ ン タ 装 置 の 使 用 を 許
可 す る チ ケ ッ ト を 発 行 す る 印 刷 制 限 サ ー バ と 、 を 有 し 、
　 前 記 印 刷 制 限 サ ー バ は 、 印 刷 機 能 毎 に 登 録 さ れ た ユ
ー ザ Ｉ Ｄ リ ス ト を 保 持 し 、 前 記 ク ラ イ ア ン ト 装 置 か ら ユ ー ザ Ｉ Ｄ と 印 刷 に 必 要
な プ リ ン タ 装 置 の 機 能 と を 含 む 印 刷 要 求 に 対 し て 、

ユ ー ザ Ｉ Ｄ が 登 録 さ れ て い た 場 合 に 、 前 記 チ ケ ッ ト を
生 成 し て 要 求 元 の 前 記 ク ラ イ ア ン ト 装 置 に 返 送 し 、
　 前 記 ク ラ イ ア ン ト 装 置 は 、 前 記 チ ケ ッ ト を 含 む 印 刷 デ ー タ を 前 記 プ リ ン タ 装 置 に 転 送 し
、
　 前 記 プ リ ン タ 装 置 は 、 受 信 し た 印 刷 デ ー タ に 前 記 チ ケ ッ ト が 含 ま れ て い る
実 行 す る こ と を 特 徴 と す る 印 刷 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 印 刷 制 限 サ ー バ は 、 前 記 チ ケ ッ ト を 暗 号 化 し た 状 態 で 前 記 ク ラ イ ア ン ト 装 置 に 返 送
し 、 前 記 プ リ ン タ 装 置 は 、 印 刷 デ ー タ と 共 に 転 送 さ れ た 、 前 記 暗 号 化 さ れ た チ ケ ッ ト を 復
号 化 し て 前 記 ク ラ イ ア ン ト 装 置 か ら の 印 刷 要 求 の 正 当 性 を 確 認 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求
項 １ 記 載 の 印 刷 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 印 刷 制 限 サ ー バ は 、 乱 数 を 発 生 す る 機 能 を 有 し 、 前 記 チ ケ ッ ト の 識 別 番 号 を 乱 数 で
生 成 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ま た は ２ 記 載 の 印 刷 シ ス テ ム 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書

複 数 の プ リ ン タ 装 置 と 、

印 刷 制 限 情 報 と し て プ リ ン タ 装 置 の
送 信 さ れ る

そ の 要 求 さ れ た プ リ ン タ 装 置 の 機 能 に
関 す る 前 記 ユ ー ザ Ｉ Ｄ リ ス ト に 前 記

場 合 に 印 刷 を



【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ５
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
　 　 　 【 ０ ０ １ ５ 】
　 　 【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
　 係 る 目 的 を 達 成 す る た め に 請 求 項 １ 記 載 の 発 明 は 、 複 数 の プ リ
ン タ 装 置 へ 印 刷 要 求 を 行 う 複 数 の ク ラ イ ア ン ト 装 置 と 、 利 用 者 毎 に プ リ ン タ 装 置 の 使 用 可
能 な 機 能 を 登 録 し 、 プ リ ン タ 装 置 の 使 用 を 許 可 す る チ ケ ッ ト を 発 行 す る 印 刷 制 限 サ ー バ と
、 を 有 し 、 印 刷 制 限 サ ー バ は 、 印 刷 機 能 毎 に 登 録 さ れ
た ユ ー ザ Ｉ Ｄ リ ス ト を 保 持 し 、 ク ラ イ ア ン ト 装 置 か ら ユ ー ザ Ｉ Ｄ と 印 刷 に 必 要
な プ リ ン タ 装 置 の 機 能 と を 含 む 印 刷 要 求 に 対 し て 、

ユ ー ザ Ｉ Ｄ が 登 録 さ れ て い た 場 合 に 、 チ ケ ッ ト を 生 成 し て 要 求
元 の ク ラ イ ア ン ト 装 置 に 返 送 し 、 ク ラ イ ア ン ト 装 置 は 、 チ ケ ッ ト を 含 む 印 刷 デ ー タ を プ リ
ン タ 装 置 に 転 送 し 、 プ リ ン タ 装 置 は 、 受 信 し た 印 刷 デ ー タ に チ ケ ッ ト が 含 ま れ て い る 場 合
に 限 っ て 、 印 刷 を 実 行 す る こ と を 特 徴 と す る 。
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